
 

執筆規程 

 

第 1 条  本誌は、四條畷学園短期大学の研究論文、研究報告、評論、書評、及び研究活

動に関する情報を発表することを目的とし、年一回発行する。 

第 2条  本誌への執筆者ならびに共著者は次の者とする。 

     （1） 四條畷学園短期大学専任教員 

     （2） 上記専任教員を論文の共著者とした研究分担者 

     （3） その他、編集委員会が認めた者 

第 3条  研究論文、研究報告の執筆を希望する者は、原則として以下の諸要項にそって

作成した原稿を編集委員に送付する。 

第 4条  論文内容は未公刊のものに限る。 

第 5条  原稿はＡ４用紙を縦に用い、全角文字で横書き（横 40 字×縦 40 行）または縦

書き（縦 40 字×横 40行）とする。論文１篇の長さは 20 枚以内とし、表・図・

文献・英語要約などもそれに含む。ただし、編集委員会において特に認めた場

合はこの限りではない。叙述は明確に、図・表は最小限度にとどめ、本文との

重複をさける。脚注は原稿の末尾にまとめて付けるものとする。 

第 6条  執筆に際しては、表題（和、英）、著者名（和、ローマ字）、所属機関（和、英）

を、本文原稿とは別に記して表紙とする。表紙に続く別紙には、要約（和文 400

字以内）とキーワード（和または英、３から５項目）を記すこと。希望者は英

文要約（175 語以内）も掲載することができる。 

第 7条  評論、書評はこの書式によらなくてもよい。ただし表題（和、英）、著者名（和、

ローマ字）、所属機関（和、英）を記した表紙を付すこと。 

第 8条  脚注等は、原則としてそれぞれの本文の引用箇所の右肩へ片カッコでもって出

現順の番号を示し、論文の末尾に通し番号で列記する。転載した図・表等は著

作権の関係もあり、その引用元の著作物を必ず明記する。 

第 9条  原稿はワープロソフトによって作成し、入稿はフロッピーディスク（ＦＤ）又

はコンパクトディスク（ＣＤ）を添付のうえ、プリントアウトした原稿を提出

する（ただし、図・表・写真・楽譜等はこのかぎりではない）。 

第 10条  投稿の期限は編集委員会で決定する。 

第 11条   著者校正は再校までとする。  

第 12 条  執筆原稿の掲載順序、印刷方法、体裁は編集委員会において決定する。 

第 13条   抜刷は 30 部までを校費とし、それ以上は自己負担とする。 

第 14条  掲載された論文等の複写権及び公衆送信権は、原則として四條畷学園短期大学

に帰属するものとする。ただし、著作者が事前に申し出た上で自己の論文等を

利用することは差し支えない。 

第 15条 この規程は平成 17年 12 月１日より施行する。 

  （平成 18 年 12 月 19 日改定） 

（平成 20年 7月 15 日再改定） 
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